
児
童
手
当
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。 

     

平
成
１
８
年
４
月
か
ら
「
児
童
手
当
」
の
支
給
対
象
者
、
所
得

制
限
限
度
額
等
が
変
更
に
な
り
ま
し
た
。「
児
童
手
当
」
は
原
則
と

し
て
申
請
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
。
該
当
さ
れ
て

い
る
方
は
、
市
区
町
村
へ
一
度
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

   

●
児
童
手
当
制
度
の
内
容 

（
１
）
支
給
対
象
（
改
正
） 

 

児
童
手
当
は
、
１
２
歳
到
達
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の

間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
修
了
前
の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の
月

分
の
手
当
に
つ
い
て
は
前
々
年
）
の
所
得
が
一
定
額
以
上
の
場
合

に
は
、
児
童
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 
       

  （
２
）
支
給
手
続
き 

 

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
す
る
家
計
の
主
た
る
生
計
維
持
者

が
申
請
し
、住
所
地
の
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

申
請
し
た
翌
月
分
か
ら
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。（
今
回
の

制
度
改
正
に
係
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
特
例
的
に
平
成
１
８
年
９

月
ま
で
に
申
請
を
し
た
場
合
は
、
遡
及
し
て
の
受
給
が
可
能
の
よ

う
で
す
。 

   

（
３
）
支
給
月
額 

  

（
４
）
支
払
時
期 

 

児
童
手
当
は
、
原
則
と
し
て
、
毎
年
２
月
、
６
月
、
１
０
月
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
が
支
給
さ
れ
ま
す
。 

  （
５
）
所
得
制
限
限
度
額
（
改
正
） 

 

所
得
制
限
限
度
額
は
、
前
年
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の
月
分
に

つ
い
て
は
前
々
年
）
の
所
得
額
で
判
定
し
ま
す
が
、
目
安
は
次
の

と
お
り
で
す
。 

                   
   

赤
井
労
務
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
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社
会
保
険
労
務
士 

赤
井
孝
文 

U
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小学校第

３学年修

了前（９

歳到達後

最初の年

度末） 

改

正

前 

小学校第

６学年修

了前（１

２歳到達

後最初の

年度末） 

改

正

後 

５

０

０

０

円 

第

１

子 

５

０

０

０

円 

第

２

子 

１

０

０

０

０

円 

第

３

子 

扶養家族

等の数 
国民年金加入者、 
年金未加入者等 

厚生年金加入者

等 
０人 4,600,000円 5,320,000円 
１人 4,980,000円 5,700,000円 
２人 5,360,000円 6,080,000円 
３人 5,740,000円 6,460,000円 
４人 6,120,000円 6,840,000円 
５人 6,500,000円 7,220,000円 


